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Abstract 
Here is a municipal assemblyman with a disability, whose political right is not guaranteed on an equal 

basis with others. He has been suffering from electromagnetic hypersensitivity （EHS） since he underwent 
surgery to have a pacemaker planted. As he was in bad condition, he requested that the chairperson 
instructed to turn off mobiles in the assembly hall. However, his request　was rejected. After that some 
citizens petitioned the city assembly to enact a rule that mobiles were not allowed in the assembly hall. 
But it decided that such a rule didn’t have to be enacted and suggested that it could be done by mutual 
agreement.

He is a person with a heart disability. So he should be given reasonable accommodation to exercise 
his political right. A mutual agreement is irrelevant. It is possible and legitimate to prohibit not only 
municipal assemblymen but also the audience from bringing mobiles into the assembly hall and the 
gallery.    
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１．はじめに
　宇都宮市議会に通算 16 年、議員をつとめ
る西房美（以下、西議員という。）という男
性がいる。彼は、心臓疾患のため、2007 年
11 月にペースメーカー植込み手術を受けた
が、その直後から、ペースメーカー周辺がチ
クチク痛むようになった。その 1、2 年後には、
近くで携帯電話が使用されると胸に疼痛を感

じ、以降頭痛、耳鳴りも起こり、体調はどん
どん悪化していった。とりわけ議場や委員会
室のような閉鎖的な場所において感じる苦痛
はひどく、これに耐えていると意識がもうろ
うとするようになった。
　彼は、そのような症状の原因は、他の議員
が使用する携帯電話等にあると考え、議長に
対し、会議中、携帯電話の電源を切ることを
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ろによれば、宇都宮市議会では、EHS に苦
しむ彼に対して、有効な ｢配慮｣ が提供され
ず、その結果、彼は、日本国憲法により保障
されている表現の自由や参政権を行使できな
いだけでなく、住民の意思を代表する市議会
議員としての職責を全うするという点におい
ても極めて不利益な状況におかれているとい
う。かかる状況は、障害者差別解消法（以下、
差別解消法という。）にいう「合理的配慮の
不提供」にあたる可能性や、障害者の公的 ･
政治的活動を保障する障害者権利条約（以下、
権利条約という。）にも抵触する恐れがある。
本稿は、西議員の現状を紹介し、そこから市
議会の対応が日本国憲法、差別解消法等に違
反するか否かを検証しようとするものであ
る。

2．�地方議会の法的地位と議員の議会活動の
意義

　前述の検証に先立ち、地方議会の憲法及び
地方自治法上の地位と、議員の議会活動の意
義とを確認しておきたい。地方公共団体の議
会は、日本国憲法上「議事機関」（第 93 条）
とされているが、それは、住民を代表する公
選の議員によって構成されているという点に
おいて住民の代表機関であり、条例等の制
定 ･ 改廃を行うという点において立法機関で
あり、そして首長の編成した予算案を審議し
決定するという権限をもつことから、最高の
政策決定機関であることをも意味している。
そのことは、地方自治法第 96 条からも明ら
かである。自治体行政に詳しい片山善博元鳥
取県知事も言うように、「地方団体が行政を
行う上でのルールは条例であり、地方団体が
具体的に実施する事務事業を確定するのは予
算である。また、地方団体が必要とする経費
を自ら調達する手段が税である。これらの重
要な事柄を最終的に決定する権限が議会に属
していることからして、地方自治法が議会を
地方団体のもっとも重要な機関として位置づ

指示するよう求めたが、聞き入れてはもらえ
なかった。
　2014 年 に な っ て、 彼 は 複 数 の 医 師
か ら 電 磁 波 過 敏 症（electromagnetic 
hypersensitivity，以下 EHS という。）との
診断を受けている。しかしそれ以後も、議会
において携帯電話等の電磁波を遮断するため
の有効な対応がとられないため、最近では、
議場や委員会室に在室し続けることが困難な
状況にある。
　WHO は、国際的なガイドラインを下回る
強度の電波により、健康に悪影響を及ぼすと
いう証拠はない、したがって携帯電話端末や
携帯電話基地局の発する電磁波曝露によるガ
ン誘発等の健康被害や、その他の健康への重
大な影響があるとはいえない、という見解
を示しながらも、EHS の具体的症状が存在
することは承知している（1）。つまり現実に、
携帯電話のみならず家電製品や送電線等から
発する電磁波に鋭敏に反応し、頭痛、吐き気、
めまい、耳鳴り、筋肉や関節の痛み等種々の
症状に苦しむ人たちがいることを認識してい
るのである。
　EHS はアメリカでも問題になっており、
アメリカ建築交通バリア・コンプライアンス
委員会は、2002 年、EHS を ADA（アメリ
カ障害者法）の障害者に含まれるとし、公
的 ･ 商業的施設を EHS の人が利用できるよ
うにするガイドラインを示している。また欧
州評議会議員会議は、加盟国に対し、2011
年 5 月、子どもや若者の電磁波曝露を減らす
ためのあらゆる合理的対策をとるよう勧告し
ている（2）。
　日本弁護士連合会も、EHS に苦しむ人た
ちが健康で文化的な生活を営む権利を侵害さ
れているという人権保障の観点から、2012
年、電磁波対策に関する意見書を発表してい
る（3）。
　このように EHS が重大な問題になりつつ
あるにもかかわらず、西議員の主張するとこ
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けていることは論を俟たない」（4）。
　また、首長と異なり、「議会は多くの議員
により成り立つ合議体であることから、審議
の場に住民の多様な意見が反映されやすく、
民意を顕在化させるというフォーラムとして
の機能（民意を鏡のように映す機能）を担っ
ていること」を、議会固有の強みとして指摘
する者もいる（5）。しかも地方議会は、国会
と同様に代表機関であるが、一方で住民によ
る解散請求（地方自治法第 13 条第 1 項）や、
議員の解職請求（同第 13 条第 2 項）が認め
られていることからすれば、地方議員は国会
議員以上に住民意思に敏感であることが求め
られることになる。
　地方議員の議会活動の重要性を論ずるにあ
たり、再度、片山善博の言葉を借りたい。「自
治体自らが決定し、実行する政策について、
いかなる理由でその政策を選択したのかを
しっかり説明できなければならないが、それ
を点検し、かつ、その政策に関する情報公開
を実効あらしめる場が議会である。議会は政
策を審議する過程で質問調査権があり、最終
決定権がある。執行部が住民の納得が得られ
るように十分説明できるかどうかを、質問な
どを通じて検証する場が議会である」（6）。こ
のように地方公共団体の政策が住民の意思を
適切に反映しているか否かを住民自身が判断
するためには、行政機関のもつ情報が住民に
公開され、住民が抱く不審や疑問を住民に代
わって追及し、説明させることは、議会構成
員（＝議員）の責務であり、権限である。
　勿論議員としての活動は、議会活動に限ら
れるわけではないが、議会における質疑や一
般質問、採決への参加等は、議員活動の中枢
的な位置を占める。議員や議会職員のマニュ
アル本ともいうべき『議会運営の実際 2 』に
よれば、「議会は言論の府であり、議員は住
民の代表ですから、住民の意思を議会に反映
させることが要請されています。このために
は議会において積極的な議論が行われる必要

があり、議員に十分な発言権が保障されて
いることが前提となります。」（7）と解説され
ている。また、多くの議員が持つ『議員必
携』によれば、「議員の一言一句は、とりも
なおさず住民の意見であり、住民からの声で
あるというべきであり、議員が行う質問や質
疑・討論は、同時に住民の疑問であり、意見
であり、表決において投ずる一票は、住民の
立場に立っての真剣な一票でなければならな
い」（8）と記されている。議員にとって議会
活動がいかに重要な意味を持つものであるか
ということは、これら議員向け実務書からも
明らかである。
　同時に、各議員には日本国憲法上、表現の
自由や参政権が保障されている。特に住民の
知る権利を保障するためにも、議員の政治的
表現活動については、優越的地位が与えられ
ている。つまり、議員が議会に出席し、発言
することは、憲法および地方自治法上の議会
の地位から必然的に保障されると同時に、議
員個人の憲法上の権利（参政権・表現の自由）
でもある。
　かかる重要な権利であることから、障害故
に議会活動に制約を受ける場合、その制約を
除去するために、議会が必要な調整を行うこ
とは、憲法及び地方自治法の要請するところ
であるばかりでなく、権利条約や障害者基本
法・差別解消法の求めるところでもある。

3．西議員の置かれている状況
　3.1．EHSの発症
　前述のとおり、西議員は、2007 年にペー
スメーカー植込み手術を受け、心臓機能障害
1 級と認定されている。そして同手術以降、
それまでになかった頭痛 ･ 胸痛・耳鳴り等を
不定期に発症し、複数の医師より、EHS と
診断されている。
　日本では、EHS に関心を持つ医師や学者
は少ないが、日本にも EHS といわれる人が
百数十万人いる可能性があるといわれてい
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る（9）。そのような中、2006 年に発表された
EHS の症例研究（10）によれば、その症状は、
前述のもの以外に、倦怠感、動悸、息切れ、
目・耳・顔・ひざ関節等の痛み、集中力や思
考力の低下、顔のこわばりや瞼の痙攣、足腰
の痛み、のどの閉塞感など、多種多様にわた
り、また原因として考えられる電磁波発生源
も、パソコン、携帯電話、中継アンテナ、ラ
ジオ、高圧送電線、電気掃除機、蛍光灯など、
個人によって様々であることが、報告されて
いる。主任研究員である石川哲は、「電磁波
の有無を検知し得なくても、電磁波で体調が
悪くなれば電磁波過敏症であろうと考えてよ
い」とした上で、「携帯電話を人口の約半数
以上が所持する時代になりつつある日本で、
電磁波の障害はないと言い切るデータは我々
医学者及び工学者は持っていない」と述べて
いる。
　これらの研究結果と西議員の主訴から考え
て、彼の EHS の症状は、主として携帯電話
の電磁波によるものと推定することができ
る。
　3.2．�EHSが議会活動に及ぼす影響につ

いて
　医師から EHS との診断を受けてからの西
議員は、電磁波防止ベストを着用したり、自
宅玄関のガラスに電磁波防止シールを貼るな
どして、自衛の策を講じているが、議場にお
いては、自身による電磁波防止の方法は有効
に機能せず、2014 年 9 月 29 日および 11 月
27 日の議会運営委員会開催中に耳鳴りと激
しい頭痛に襲われて救急搬送され、翌 11 月
28 日には、本会議中におこった激しい頭痛
にひたすら耐え、本会議終了時には動くこと
さえできなくなり、三度救急搬送されている。
その状態が、議会における活発な議論に参加
できるものでないことは、明らかである。
　そのことは、2014 年 9 月 9 日の本会議に
おける西議員の一般質問を収録した DVD（11）

からも推察することができる。

　その日、西議員は、額に大きな湿布を貼っ
た状態で一般質問に立ち、開始 10 分後には、
タオルで首を冷やし始め、13 分後に 2 つ目
の質問を終えたとたん台上に突っ伏してい
る。そして 3 つ目の質問を終えた後には、倒
れるように横の椅子に座り込み、頭を左右に
振って、ひたすら痛みに耐えているように見
える。その後、再質問をした後も同様であり、
質問はかろうじて立位で行うものの、質問の
順番を間違えたり、手元資料をマイクにぶつ
けるなど、およそ正常な状態にあるとは認め
られないまま、40 分ほどが経過した。その
時点で彼はタオルを首からはずしたが、しば
らくして「もうろう」とした状態にあること
を告白し、時間を余らせて質問を終えてい
る。この日の西議員の様子は、2015 年 3 月 9
日、同年 9 月 3 日の一般質問時と比較しても
尋常でない苦痛に耐えていることは明白であ
り、本人にとっても格段に不本意な一般質問
であったものと思われる。
　ペースメーカー装着以降、「本会議や委員
会等、閉め切った部屋の中での会議に出る
と、耳鳴りが始まり、次第に頭が重くなり、
のどが渇き、首筋が硬くなり、そのまま我慢
しているとだんだん意識がもうろうとしてく
る」（12）という西議員の症状が、いかに彼の
自由な議会活動を妨げているかは、2014 年 9
月 9 日の録画を見れば明らかである。
　3.3．議会による「配慮」
　西議員は一般質問に先立ち、携帯電話の電
源を切るよう求めると同時に、最近では、自
分の眼鏡に電磁波防止シールを貼るなどし
ているが、EHS の症状が消えることはない。
また 2015 年 9 月 3 日の一般質問時には、自
分の順番が来るまで議場に入らず、ロビーの
椅子に座って、スピーカーから流れる議場内
のやりとりを聞いて過ごしたからか、質問時
間中（1 時間）、立位を崩すことはなかったが、
この日も途中からタオルで首を冷やしている
様子が見て取れる。
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　このように最近の西議員は、EHS の苦痛
から逃れるため、苦痛を感じるとすぐ退室し
て休息をとっており、十分な議会活動ができ
ない状況にある。議場や委員会室という閉鎖
的空間において、西議員が苦痛に耐えること
なく発言し、議会活動に他の議員と平等に参
加するために、とりあえず考えられる対応策
は、携帯電話から発せられる電磁波を完全
に遮断するという方法しかない。現状のまま
何の配慮も提供されないとすれば、西議員
は、心臓機能障害に深く関連すると思われる
EHS によって、憲法上の重要な権利である
政治的表現活動の自由を、他の議員との平等
を基礎に行使することができないという状況
におかれ続けることになる。西議員にとって、
まさに携帯電話は、憲法上の権利を行使する
上で、「社会的障壁」となっているのである。
　権利条約第２条は、「障害に基づく差別」
の中に「合理的配慮の否定」が含まれること
を明記し、障害者基本法第 4 条第２項も、「社
会的障壁の除去は、それを必要としている障
害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担
が過重でないときは、それを怠ることによっ
て前項の規定（障害を理由とする差別その他
権利利益の侵害の禁止 ････ 筆者注）に違反
することにならないよう、その実施について
必要かつ合理的な配慮がされなければならな
い。」と規定している。西議員の求める「議
場における携帯電話の電波の遮断」という

「配慮」が、宇都宮市議会にとって「過重な
負担」になるとは到底考えられない。にもか
かわらず議会運営委員会は、「議場では携帯
電話の電源を切る」という「申合せ」をする
にとどまった。議会が、この結論にいたる前
に、西議員と誠実な話し合いをした事実はな
いし、「申合せ」が守られているか否かにつ
いて、一度も確認していない。宇都宮市議会
のかかる対応は、権利条約および障害者基本
法、差別解消法等、「障害者の完全参加と平等」
を保障しようとする国際的な潮流にそうもの

ではない。以下、その根拠を詳述する。

4．障害者と合理的配慮
　4.1．合理的配慮を提供されるべき障害者
　権利条約によれば、「障害者には、長期的
な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障
害であって、様々な障壁との相互作用により
他の者との平等を基礎として社会に完全かつ
効果的に参加することを妨げ得るものを有す
る者を含む。」（第 1 条）とされている。この
定義は、「機能障害」に基づく「能力低下」
に重点を置いていたいわゆる「医学モデル」
としての障害概念ではなく、「様々な障壁と
の相互作用」によって引き起こされる不利益
な状態に着目した「社会モデル」としての障
害概念に立脚している。障害をこのように定
義することによって、何らかの機能障害が
あっても、この「様々な障壁」を取り除くこ
とで「社会に完全かつ効果的に参加する」こ
とが、障害をもつ人にも可能になるというこ
とを示しているのである。同条約を批准する
ために 2011 年に改正された障害者基本法も、
心身の機能の「障害及び社会的障壁により

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

継
続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるもの（傍点筆者）」（第 2 条）
を障害者と定義している。
　西議員の政治参加（議会や委員会への出席
及びそこでの発言等）を困難にしている要因
は、心臓機能障害（ペースメーカー装着）以
降に発症した EHS と、議会という閉鎖空間
で曝露する携帯電話の電磁波との相互作用に
あるものと推定することができる。
　確かに携帯電話の発する電磁波が、EHS
の症状を引き起こしていると断定するだけの
科学的根拠は、十分ではないかもしれない。
しかしそもそも特定物質に対するアレルギー
症状の現れ方は、きわめて個人差の大きいも
のであり、全く症状の出ない人から、日常生
活に支障をきたす人まで様々な段階があるこ
とは、タバコアレルギーや花粉症、シックハ
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ウス症候群、食品アレルギーなど我々の周り
にある種々のアレルゲンを見ても明らかであ
る。携帯電話の発する電磁波がさほど人体へ
影響を及ぼすものではない、というのは、あ
くまで一般論である。前述のとおり、少なく
とも西議員においては、議会活動に支障を
きたすほどの苦痛を引き起こしているのであ
り、その症状が、ペースメーカー装着以降に
現れたものであることからすれば、西議員
は、心臓機能障害と携帯電話の電磁波という
社会的障壁との相互作用によって、議員とし
て最も尊重されるべき議会活動を他の者と平
等に行えない状況におかれている障害者とい
える。
　西議員が権利条約に規定されている障害者
である以上、彼の求める「携帯電話の発する
電磁波の完全遮断」という配慮は、提供され
なければならない。宇都宮市議会が、配慮提
供のあり方を「申合せ」以上にする必要はな
い、と主張するのであれば、その申合せが十
分に機能していることを検証することが求め
られよう。合理的配慮は、個々の障害者のニー
ズに応えるべきものであって、一般的な国の
基準を根拠に、西議員の求める配慮を提供し
ないということは許されない。
　4.2．EHS患者は障害者か
　仮に西議員の EHS が、心臓機能障害に直
接起因するものではないとしても、アメリカ
やスウェーデンのように、EHS 自体を「障
害」としてとらえることも可能である。それ
は、「病状と支援が必要な状態かどうか」と
いう点を重視する観方である（13）。障害を支
援の必要性という観点からとらえれば、閉鎖
空間に入るとまもなく頭や首の痛み・めまい
等により 1 時間の立位を保つことさえできな
い、あるいは意識が「もうろう」として判断
力が低下するという症状は、｢支援を必要と
する状態｣ であることは明らかである。つま
り西議員は、「支援」＝「社会的障壁の除去」
がなければ、憲法で保障されている政治活動

を行うことが困難な「障害者」なのである。
　社会モデルとしての障害と、医学モデルと
しての障害の相違点は、端的に言えば、「社
会的障壁｣ に重点を置くか否かというところ
にある。確かに、機能障害に重点を置く障害
者雇用促進法の障害概念に基づけば、EHS
は障害に該当しない場合もあるかもしれな
い。しかし権利条約・障害者基本法 ･ 差別解
消法が、医学モデルとしての障害概念ではな
く、機能障害と社会的障壁との相互関係を重
視する社会モデルとしての障害概念を選択し
ていることからすれば、障害概念を必ずしも
狭く解する必要性はない。むしろ、どんな機
能障害であっても「それに対する社会的障壁
に直面している人々は配慮を提供される」（14）

べきであるという西倉実季の提言は、社会モ
デルとしての障害概念を前提としたものであ
り、傾聴に値する。
　その意味でも、閉鎖的空間での携帯電話に
よる電磁波という社会的障壁に直面している
西議員は、合理的配慮を提供されるべき障害
者である。
　4.3．�障がい者制度改革推進会議の見解（15）

　EHS に限らず、いまだ原因が解明されて
いない病気や障害は多数存在する。そのよう
な難病や障害と闘う人に対し、障害者手帳を
所持していないことを理由に、社会的障壁の
除去を拒否したり、社会参加自体を抑制しよ
うとすることは、差別以外の何ものでもない。
　「障がい者制度改革推進会議」は、障害者
基本法改正の理由の一つとして「障害者の中
でも、制度の対象になる障害とならない障害
があるなど、制度内にも障害の種別・程度に
よる格差といえるものが存在する。こうした
現状を改善し、すべての障害者に障害のない
人と平等の権利を保障することができるよ
う」にすることを挙げている。そのために改
正障害者基本法には、「障害のない人との格
差及び障害者間の種別・程度による制度間格
差をなくすと共に、各障害の独自の障害特性
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やニーズにも配慮することによって、すべて
の障害者に障害のない人と平等の権利を保障
すること」という観点を盛り込むべきである、
と提言し、結論として、「障害の定義は、『社
会モデル』の考え方を踏まえたものとすると
ともに、周期的又は断続的に日常生活又は社
会生活に相当な制限を受ける場合も含まれる
ような包括的で幅広いものとすること」を求
めた。かくて、それまでの「身体障害、知的
障害又は精神障害がある」者だけを「障害者」
としてきた「医学モデル」としての定義は見
直され、改正法では、「社会的障壁との相互
作用」を明記するとともに、３類型の障害に
加え、「その他の心身の機能の障害がある者」
をも含めることによって「制度の谷間を生ま
ない包括的な」定義とするよう提言したので
ある。
　これを受けて改正された障害者基本法の障
害概念に立脚すれば、EHS の西議員は、「障
害者」に相当するというべきである。
　このように今般の障害者基本法改正が、典
型的な障害者だけを対象とするのではなく、

「周期的又は断続的に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける」にもかかわらず、制
度の谷間にあって何の配慮も受けられない人
についても、合理的配慮を提供されるべき障
害者に含ませようという意図を持っていた。
確かに結果として、この種の障害者は、対象
を病名で特定せざるをえないという理由か
ら、いわゆる難病患者に限られてしまったが、
本来は病名が特定されていなくても、「周期
的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当
な制限を受ける」状態にある人には、社会的
障壁を除去するための合理的配慮が提供され
るよう求められていたのである。
　ペースメーカー装着以降の西議員は、「周
期的又は断続的に日常生活又は社会生活に相
当な制限を受ける」状態にありながら、制度
の谷間に取り残されたままになっている「障
害者」でもある。

5．合理的配慮
　5.1．障害者権利条約に見る合理的配慮
　合理的配慮とは、「障害者が他の者との平
等を基礎として全ての人権及び基本的自由を
享有し、又は行使することを確保するための
必要かつ適当な変更及び調整であって、特定
の場合において必要とされるものであり、か
つ、均衡を失した又は過度の負担を課さない
ものをいう」（権利条約第 2 条）。つまり提供
されるべき合理的配慮は、先にも述べたよう
に、それを求める障害当事者のニーズに適切
に応えうるものでなければならないし、提供
を拒否できるのは、その実施が、要求された
側にとって過度の経済的負担を伴うとか、他
の構成員の負担を過重にするというような場
合に限られることとされているのである。
　さらに権利条約は、「障害者が、差別なしに、
かつ、他の者と平等に政治に効果的かつ完全
に参加することができる環境を積極的に促進
し、及び政治への障害者の参加を促進するこ
と」（第 29 条（b）項）を締約国に求めている。
そこからすれば、EHS の西議員が電磁波の
影響を受けることなく、議会に参加すること
ができる環境を提供することが、宇都宮市議
会に求められていることは明らかである。
　5.2．「申合せ」による配慮の不徹底
　議会運営委員会は、2010 年に宇都宮市民
から提出された「会議中の携帯電話の電源を
オフにする規則制定を求める陳情」（陳情第
42 号）を、不採択とした（16）。その理由は、
陳情の内容にあるのではなく、内容にそった
規則を制定するよりも、申合せによる方が妥
当である、というところにあった。陳情を審
議した 9 月 14 日の議会運営委員会の議事録

（17）によれば、３会派は、明確に議場等に携
帯電話を持ち込まないという見解を表明し、
１会派だけは、「規制ではなくて、協力を求
めることで、十分対応できるものではないか」
という意見を述べている。その理由は、携帯
電話の電磁波が国の電磁波指針を下回ってお
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制限を受ける」状態が続き、他の議員と平等
な議会活動ができない状況にある。そこで次
に、傍聴規則と会議規則の両者について、携
帯電話等の規制の合理性を検討する。
　5.3．傍聴規則による規制の合理性
　宇都宮市議会が、西議員の議会活動を保障
しようと考えていたとすれば、陳情を尊重し
て規則改正に取り組むべきであった。現に傍
聴規則によって、携帯電話の持ち込みを禁止
している自治体は複数存在する。佐賀県議会
傍聴規則第 9 条第 4 号によれば、「ラジオ、
拡声器、無線機、録音機、撮影機、双眼鏡、
携帯電話の類を携帯している者」は、傍聴席
に入ることができない、と定めている。また、
茨城県東海村、北海道浦臼町、群馬県榛東村
も同様である。
　これらの規則は、音声を発することによる
議事の妨害を排除することを目的とするもの
で、電磁波を念頭において作られたものでは
ないかもしれない。しかし音声を制御しよう
と思えば、持ち込みを禁止せずとも可能であ
る。にもかかわらず、これらの議会が、持ち
込み自体を禁止したのは、音声による妨害行
為をもっとも有効に防ぎうる方法であると考
えたからではなかろうか。
　また、持ち込みを禁止していなくても、「携
帯電話の電源を切ること」を傍聴人の遵守事
項として挙げている自治体は、少なくない。
例えば、大阪府議会傍聴規則では、「携帯電
話等音声を発する機器は、使用できないよう
電源を切ること（第 6 条第 3 号）」としている。
千葉県、滋賀県、福岡市、横浜市、堺市、金
沢市他多数の市でも同様である。
　音声による妨害が確実に起こらない方法
は、持ち込ませないことである。勿論電源を
切れば、音声は出ない。しかし電源を切り忘
れたり、切っていると思い込むことはないで
あろうか。起こりうる弊害を未然に防ぐこと
ができる「携行禁止」の明文化は、必要なこ
とであり、可能なことである。

り、その程度の微弱な電磁波によって「健康
に悪影響を及ぼすという確固たる証拠は認め
られない」が故に、今や緊急連絡用に必須の
携帯電話の電源を常に切っておくよう、傍聴
者に対し規則で規制するには、「客観的で合
理的な説明が困難」であるというものであっ
た。この意見は、その内容はともかく、陳情
が、「会議中

4 4 4

の携帯電話（傍点筆者）」を対象
にしたものであったことから、会議規則だけ
でなく傍聴規則についても検討の必要がある
ことを示唆しているという点で、意味はある。
　もっとも、その内容については同意し難い。
確かにこの陳情の時点では、EHS であると
いう診断書は出ていないが、すでに西議員は、

「周期的又は断続的に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける」状態にあったため、
陳情の 2 年程前、当時の議長に携帯電話の電
源を切るよう配慮を求めている。そのような
状態にある議員がいることを知りながら、国
の指針を覆す科学的根拠を示さない限り、協
力以上の実効性ある配慮を提供する必要はな
い、という考え方は、公害や薬害発生当時の
政府対応を想起させる。今、求められている
のは、EHS の症状に苦しむ宇都宮市議会議
員の議会活動の平等な保障なのであり、自律
権を持つ議会だからこそ、「国の指針」にこ
だわることなく規則を制定しうるのである。
　そもそも携帯電話を議場や傍聴席に持ち込
む必要があるのだろうか。一般論として携帯
電話が緊急連絡用に必須であるとしても、議
会の場において、現に、障害ある議員の参政
権行使の障壁となっていると推定しうる場合
には、後者の権利の重要性からして、携帯電
話を規制することは当然のことであるし、そ
のことが他の議員や傍聴人に過重な負担を負
わせることになるとは思われない。にもかか
わらず議会運営委員会の決定は、強制力・実
効性に問題のある「申合せ」をするにとどまっ
た。その結果、西議員は陳情以降も「周期的
又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な
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かけるというのは、現時点では好ましくない
のではないか」と述べる。要するに電磁波と
いう社会的障壁により、自由な議会活動がで
きない議員がいたとしても、彼が失う政治的
表現活動の自由という法的利益よりも、携帯
電話を持って傍聴する自由の方が優越すると
いう理解しがたい判断が示されているのであ
る。その結果、議員同士では、実効性の乏し
い申合せにより、傍聴人に対しては、単なる
協力を求めるということが確認されたにとど
まった。これは西議員を「配慮が提供される
べき障害者｣ ととらえていないか、EHS と
いう未知の部分が多い「障害者」は、議員と
して不適格であるという気持ちの表出か、い
ずれにしても宇都宮市議会の「意識上の障壁」
の現れである。
　では、傍聴人に対して求める「合理的配慮」
の方法は、どのようなものであるべきか。そ
れは携帯電話の電源を切らせた後、封筒にい
れさせるとか、傍聴席入場以前に職員が預か
ることである。
　これは行き過ぎた対応に見えるかもしれな
い。しかし 2011 年、京都大学他の入試にお
いて携帯電話を使用した不正行為が発覚した
後、各大学は、携帯電話に厳格な対応をと
るようになった（19）。早稲田大学も、2016 年
度入試受験時の注意事項の中で、「試験時間
中に携帯電話を身につけること、使用するこ
と」、「試験時間中に携帯電話等（中略）の音（着
信 ･ アラーム・振動音など）を鳴らすこと」は、

「不正行為になることがある」と警告する（20）。
いずれにせよ「公正な入試」という社会的使
命を全うするために必要であると、大学が考
えた方策である。宇都宮市議会も、障害ある
議員の参政権を保障するという憲法上の要請
に応えるために、携帯電話に対してもっと厳
格な対応をとる必要がある。
　5.5． 現行会議規則による持ち込み規制の

可能性
　前述のとおり、議会は携帯電話等を議場に

　5.4． 現行傍聴規則による持ち込み規制の
可能性

　宇都宮市議会傍聴規則によれば、「議事を
妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある
物を携帯している者」は、傍聴席へ入ること
ができない（第 10 条第 4 号）ことになって
いる。また、傍聴人の遵守事項として、「そ
の他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害とな
るような行為をしないこと」（第11条第4項）、

「傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を
撮影し、又は録音等をしてはならない」（第
12 条）と定める。傍聴人の携帯電話が、一
般質問中の議員を苦しめ、「もうろう」とさ
せた原因であるならば、電源を切らないこと
は、「議事の妨害となるような行為」に該当
するというべきである。そのような場合に、
議長は、傍聴規則に基づき、電源を切るよう
指示し、切ったことを確認するべきである。
そして次回からは、傍聴席入口で職員が預か
るなどの徹底した対応をとる必要がある。
　また、携帯電話にはカメラ機能が標準装備
されている。マナーモードにしている場合、
いつでもカメラが使用できる状態にあるとい
うことである。つまり第 12 条の撮影禁止を
徹底するためにも、電源を確実に切らせるか、
携行禁止とする必要がある。
　このように宇都宮市議会は現行規則によっ
ても、携帯電話の電波を傍聴席から排除する
ことが可能であった。しかし議会はこれを行
わなかったし、今後も行うつもりはないとい
うことは、後の議会運営員会の議論（18）から
も明らかである。ある議員は、「電源を切る
ことが妨げになって傍聴ができないという事
も考えられる」ことから、「傍聴の権利」を
奪うことにもなりかねず、「協力を依頼する
ことが妥当」であると述べている。また別の
議員も、「議員同士が申合せをして、携帯電
話を持ち込まない、電源を切るというのは議
員同士の判断ですからいいと思いますが、市
民に対してそれを求めるのは、強めて制限を
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いものとして明示する方が意識上の障壁を除
去するという意味でも望ましいであろう。今
求められているのは、形式的対応ではなく、
強制力を伴う実効性ある対応である。それに
よって初めて、1 人の「理解されにくい障害」
を持つ議員の苦しみが軽減され、効果的な政
治活動が保障されるのである。

6.　結語
　以上の検討の結果、宇都宮市議会による携
帯電話等に対する対応は、障害ある西議員へ
の合理的配慮としては不適切ないし不十分な
ものであったといわざるを得ず、これによっ
て西議員は参政権や政治活動の自由等の憲法
上の権利を今なお侵害され続けている。それ
は同時に、市民の知る権利の侵害をも意味し
ている。
　西議員は、ペースメーカー装着以降、いく
つもの医療機関を受診して、原因と苦痛軽減
の方策を捜し求めてきた。原因がわからな
かった発症当時の不安と、外部から見えない
苦痛に対する無理解に苦しんだであろうこと
は、想像に難くない。
　確かに WHO は、科学的根拠を示すこと
ができないが故に、今のところ携帯電話の電
磁波と EHS の間に因果関係はない、という
見解を示している。しかし科学的根拠を立証
し得ないからといって、合理的配慮を提供し
ないとすれば、障害を「医学モデル」として
とらえていた時代に再び戻ってしまうことに
なる。「社会モデル」としての障害を前提に
作られている権利条約や障害者基本法の下で
は、西議員のように、障害故に政治的表現活
動が自由にできない場合には、その権利の憲
法上の重要性に鑑み、速やかに権利行使の障
壁となっていると考えられる「原因物質」を
取り除くという配慮が行われるべきである。
議員の議会活動の重要性を最もよく知る議会
であるからこそ、科学的根拠の立証を待つま
でもなく、障害ある議員の議会活動を妨げて

持ち込まないという申合せをした。しかしこ
れが遵守されているかどうかの検証は一度も
行われていない。
　確かに宇都宮市議会会議規則において禁止
されている議員の携行品の中に、携帯電話は
含まれていない。しかし会議規則第 97 条に
おいて、「新聞又は書籍の類の閲読」を禁止
していることからすれば、新聞や書籍を閲読
する機能のあるスマートフォン等も禁止され
ていると解することができる（21）。
　2013 年に早稲田大学マニフェスト研究会
が実施した「PC・タブレット端末の議会導
入に関する現状調査」（22）によれば、回答し
た 799 議会中、90％が議場への持ち込みを、
87％が委員会への持ち込みを、原則として許
可していなかったし、導入を検討している議
会も、9％しかなかった。この結果が是か非
かはともかくとして、多くの議会ではなお、
パソコン等は当然に持ち込めるものとはされ
ていないのである。
　宇都宮市議会は、携帯電話等の携行者が、
傍聴人であれ、議員であれ、規則を援用して、
その持ち込みを禁止することが可能であった
にもかかわらず、「申合せ」や「協力を求める」
という実効性に欠ける姿勢で臨んできた。勿
論、規則に明示しても、それが遵守されなけ
れば結果は同じではないか、という意見もあ
ろうが、携行禁止規定の中に「携帯電話等」
を追加すべきかどうかを審議する過程で、宇
都宮市議会の「共生社会」に対する姿勢も、
自ずと明確になっていく。また、明示されて
おれば、障害当事者との関係で実効性のある
ものとするには、いかなる方策をとるべきか
考えざるを得なくなってくる。
　宇都宮市議会の場合、EHS に苦しむ西議
員の要望に応え、携帯電話の電磁波を確実に
遮断するために、現行規則に基づいて、これ
を徹底する方策をとることも不可能ではない
が、これまでそれが実現できなかったことか
らすれば、規則を改正し、携帯してはならな
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ら完全に携帯電話の電磁波を遮断する方策を
考えるべきである。
　携帯電話の電磁波を確実に受けない状態に
するには、規則を変更するにせよ、しないに
せよ、前述したとおり、議場または傍聴席に
入る前に金属探知機によるボディチェックを
行い、携帯電話を所定の封筒に入れて封緘さ
せるか、議会事務局で預かることにすれば足
りる。
　飛行機に乗るとき、乗客はボディチェック
を拒否しないし、「電子機器の使用をやめて
ください｣ という乗務員の指示に従う。それ
は、自らの生命が危険にさらされないためで
ある。自分の生命をいつくしむと同様に、障
害ある議員の耐えがたい肉体的苦痛に配慮
し、障害のある人も障害のない人と等しく政
治活動ができるような宇都宮市議会たるべき
である。
　携帯電話等を議場や傍聴席に持ち込むこと
によってもたらされる携行者の利益と、議員
の自由な議会活動によってもたらされる住民
の知る権利とを比較考量しても、後者がはる
かに優越することは言うまでもないことであ
る。携帯電話の電磁波が、西議員の自由な議
会活動を不可能にするほどの人権侵害を引き
起こしている可能性がある以上、その電磁波
がペースメーカーに与える悪影響について科
学的に証明されていないということが、いか
ほどの意味を持つのであろうか。心臓機能障
害という生命に直接関わる障害を持つ人につ
いては、因果関係の証明を待ってからの配慮
では遅すぎるのである。
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